
 

 

 

施策評価の実施方法 

１．施策評価の概要 

(1) 対象施策及び事業 

評価対象は第２次総合計画に掲げた 36 施策及び実施計画で進行管理

している 204 の主要事業（平成 29 年度現在）が対象となります。 

 

(2) 成果指標と目標値 

施策評価では、第２次総合計画に掲げた施策の成果を示す代表的な指

標の５年後の姿を成果指標とすることを基本としますが、他に的確な指

標がある場合等は変更する扱いとします。また元々の指標が数値化され

ていない施策もありますが、その場合は定性的な記述と合わせて達成度

を総合的に評価するといった工夫を行います。 

 

(3) 評価の流れ 

以下のとおり、実施しました。 

 

           

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１ 評価の流れ 

 

①ＰＬＡＮ 

第２次総合計画成果指標 

（平成 30 年度の目標値を設定） 

実施計画（平成 29～31 年度） 

②ＤＯ 

平成 28 年度計画事業の実施結果 

平成 29 年度計画事業の予算 

③ＣＨＥＣＫ 

施策評価 

 ①
施
策
達
成
度
の
分
析 

②
一
次
評
価 

③
部
長
調
整
会
議 

④
行
革
本
部
評
価 

⑤
結
果
公
表 

④ＡＣＴＩＯＮ 

施策評価結果を平成 30 年度 

以降の予算に反映 

平成 29 年度 市民意識調査 

成果指標、施策成果の目標達成状況、施策の重要性の変化 

本資料は、平成 29年度施策評価報告書をホームページ用に再構成したものです。 
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①施策達成度の分析 

施策の達成度については、第２次総合計画に掲げた成果指標の実績値を

調べるとともに、市民の満足度と重要度について市民意識調査を実施して

把握します。 

成果指標は第２次総合計画に掲げた項目としますが、数値化が難しいも

のや、他に適切な指標がある場合は、適宜修正を加えていくこととします。 

 ②一次評価 

施策を主に担当する主管課長と副次的に担当する関係課長が協議し

て、一次評価を行います。事業群の施策への「貢献度」を判定しつつ、

施策実現に向けたキーワードや事業群ごとに「施策の成果と課題」や「今

後の方針」を整理し、総合評価を行います。  

また、総合評価と共に、施策内の事務事業の貢献度判定を行います。 

  ③部長調整会議 

施策の主管課長が評価した評価シートの点検等を行い、当該施策の方

向性や施策内の事務事業に関する予算の方向性を確認します。高度な視

点から、現実的な対応を協議します。 

平成 29 年度は、以下のポイントを踏まえ、協議しました。 

 

 ◆ ポイント１ 第２次総合計画の見直し  

 ・社会経済情勢等の変化を捉えた評価（少子高齢化、人口減少等） 

 ・後期基本計画の策定、今後５年間の方向性を見据える 

 ・「健康」応援都市の実現との関係性 

 ◆ ポイント２ 厳しい財政状況      

 ・施策にメリハリをつけることで、コストを効率化・重点化 

 ・行財政改革の更なる推進（アクションプランや公共施設等総合管理

計画） 

 ◆ ポイント３ 国・都の動向       

＜国の動向＞ 

 ・「地域共生社会」の実現に向けた動き 

 ・児童福祉法の改正（子どもの貧困対策や、教育環境の充実） 

 ・一億総活躍社会の実現（女性の活躍推進、働き方改革等）など 

＜都の動向＞ 

 ・待機児童対策の加速化 

・オリンピック・パラリンピック開催（インバウンド、文化、スポー

ツ）など 

④行革本部評価 

部長調整会議の内容を踏まえ、最終的な評価を行います。 
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(4) 評価の時期 

   施策評価は、第２次総合計画の進行管理という役割も担っており、計

画の２年目の平成 27 年度と４年目の平成 29 年度に実施することとして

います。 

   また、評価結果を予算編成に活用できるよう、予算編成作業の始まる

までに最終評価を行うこととしています。 

 

(5) 評価結果の公表 

評価結果は、市の情報公開コーナーや市報、ホームページ等で公表し

ます。評価結果の公表に当たっては、市民への説明責任が果たせるよう、

分かりやすい表現に努めます。 
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２．評価の仕組み 

(1) 判定の方法 

評価は「①施策内の事務事業貢献度の判定」「②施策の成果と課題」「③

今後の方針」及び「④総合評価」という４つの段階で行います。全体の

流れを以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２ 判定の方法 

※１ 「市民意識調査（満足度・重要度）」は、無作為に抽出した 5,000 人

に対する市民意識調査の結果をもとに客観的に判定されます。 

※２ 「施策成果の目標達成状況」は、第２次総合計画の各施策に掲げた目                 

標値と評価実施年度における直近の実績値から主管課長が判定します。 

※３ 「施策の重要性の変化」は、主管課長が「施策成果の目標達成状況」

や社会経済情勢の変化を勘案して判定します。 

＜市民＞ ＜行政＞ ＜市民＞ ＜行政＞ 

市民意識調査 

（満足度）※1 

施策成果の 

目標達成状況 ※2 

市民意識調査 

（重要度）※1 

施策の重要性 

の変化 ※3 

④総合評価（施策実施方針の９モデル） 

施策実施コストの方向性 

 

施策実施にかかるコスト(=予算・人

員)の判断:重点化・現状維持・効率化 

施策内容の方向性 

 

②施策の成果と課題 ③今後の方針 

施策内容の拡大縮小に関する方向性

の判断：拡充・現状維持・絞込み 

①施策内の事務事業貢献度の判定（３段階） 
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(2) 評価項目の考え方 

①総合評価 

総合評価は、事業群の施策への「貢献度」を判定しつつ、「施策実施

コストの方向性」と「施策内容の方向性」をそれぞれ評価した上で、

その結果から「施策実施方針」を導き出す仕組みとします。 

 

＜施策内の事務事業貢献度の判定＞ 

事務事業貢献度については、施策内の各事務事業が施策目標に向け

て果たす役割の大きさを下記基準のとおり３段階で判定します。 

 

図表３  施策内の事務事業貢献度の判定基準 

 

＜施策実施コストの方向性＞ 

各施策分野における今後の施策実施コストの方向性については、市

民意識調査における満足度をベースに、政策目標の達成状況を加味し

て判断しています。 

 

＜施策内容の方向性＞ 

各施策分野における今後の施策内容の方向性については、市民意識

調査における重要度をベースに、施策の重要性の変化（国や都の制度

変更や計画策定時の予測を上回る社会状況の変化に伴うもの）を加味

して判断しています。 

  

判定 
基準 

事 後 評 価 事 前 評 価 

Ａ 
施策目標達成のため当該事務事業

が他の事務事業と比較して、貢献す
る度合いが極めて高い事業である。 

施策目標達成のため当該事務事業
が他の事務事業と比較して、極めて
貢献が高いことが見込まれる事業で
ある。 

Ｂ 
施策目標達成のため当該事務事業

が相応に貢献する事業である。 

施策目標達成のため当該事務事業
が相応に貢献することが見込まれる
事業である。 

Ｃ 
施策目標達成のための事務事業と

しては見直しが必要な事業である。 

施策目標達成のための事務事業と
して現時点では期待通りの効果が見
込まれない事業である。 
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図表４ 施策実施コスト・施策内容の方向性の類型化モデル 

 

なお、施策評価における「現状維持」は、「現在の計画水準を維持す

ること」を意味するものとします（前年度のコストや施策内容をその

まま維持するという意味ではありません）。 

これは、評価の対象である「施策」が、建設工事やシステム構築な

ど一時的な事業も含めた複数の事務事業から成り立っていることから、

前年度予算との対比で評価することに無理があるためです。 

 

＜施策実施方針の９モデル＞ 

    それぞれ３つの類型で評価される「施策実施コストの方向性」と「施

策内容の方向性」とを掛け合わせて、次の９モデルに分類します。 

図表５ 施策実施方針の９モデル 

 

 施策実施コストの方向性 

重点化 現状維持 効率化 

施
策
内
容
の
方
向
性 

拡充 

【Ⅰ】 成果の向上を
図るため、コスト
の重点化を行う施
策領域 

【Ⅱ】成果の向上を
図りつつ、コスト
は現状を維持する
施策領域 

【Ⅲ】成果の向上を
図りつつ、コスト
を抑制する施策領
域 

現状 
維持 

【Ⅳ】成果を維持す
るため、コストの
重点化を行う施策
領域 

【Ⅴ】成果を維持し
つつ、コストも現
状を維持する施策
領域 

【Ⅵ】成果を維持し
ながら、コストを
抑制する施策領域 

絞込み 

【Ⅶ】内容の見直し
を図りつつ、コス
トの重点化を行う
施策領域 

【Ⅷ】内容の見直し
を図りつつ、コス
トは現状維持すべ
き施策領域 

【Ⅸ】内容の見直し
を図り、コストを
抑制すべき施策領
域 

【施策実施コストの方向性】 

目標達成度高 

目標達成度低 

現状維持 

【施策内容の方向性】 

重要性増大 

重要性減少 

市民満足度 

平均対比低 

市民重要度 

平均対比高 

拡充 効率

絞込重点化 

現状維持 

市民満足度 

平均対比高 

市民重要度 

平均対比低 
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(3) 満足度・重要度の考え方 

①加重平均による指数化の実施 

   市民意識調査における満足度・重要度については、５段階で数値化

しています。 

それぞれに価値（＝加重）を与え、平均をとることで、質問項目の

回答結果全体の偏りを補正します。 

 

 

 

 

 

図表６ 加重平均に用いる数値 

 

②加重平均のメリット〜回答全体の数値化 

単純に、満足（満足・やや満足）・不満（やや不満・不満）の比率を

取り上げるだけでは、回答全体のバランスを示すことができません。

しかし、それぞれの回答に価値（＝加重）を与えることで、満足・不

満の軽重の度合いを反映し、回答全体の偏りを補正することができ、

回答結果の適切な比較が可能となります。 

 

【事例】 

 満足 

重要 

やや満足 

やや重要 

やや不満 

あまり重要でない 

不満 

重要でない 

わから 

ない 
無回答 計 

設問１ 10 人 50 人 20 人 10 人 10 人 20 人 120 人 

設問２ 20 人 40 人 20 人 10 人 10 人 20 人 120 人 

設問３ 10 人 50 人 20 人 20 人 10 人 10 人 120 人 

 

 ある３つの設問について、回答の内訳が上表のようになった場合、各設問の満足度及

び加重平均値は次のようになります。単純に満足度を回答者数で割った数値が一緒であ

っても、加重平均値は、それぞれに違う数値であることがわかります。 

 

  単純平均（％） 加重平均値（ポイント） 

設問１ (10＋50)÷120 50.0 (10×2＋50－20－10×2) 

÷(120－20) 

0.30 

設問２ (20＋40)÷120 50.0 (20×2＋40－20－10×2) 

÷(120－20) 

0.40 

設問３ (10＋50)÷120 50.0 (10×2＋50－20－20×2) 

÷(120－10) 

0.09 

 

 

 

回答内容 
満足 

重要 

やや満足 

やや重要 

やや不満 

あまり重要でない 

不満 

重要でない 
わからない 無回答 

ポイント ＋２ ＋１ －１ －２ ０ 母数から除外 
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③３段階評価の判定基準 

 本評価では、満足度・重要度ポイントの全体平均（平成 29 年度は満 

足度 0.01／重要度 1.12、平成 27 年度は満足度-0.05／重要度 1.05）

の±0.10 の範囲内にあるものは「中（ほぼ平均）」と評価し、平均対

比 0.10 ポイント以上高い／低いものを「高（平均を上回っている）／

低（平均を下回っている）」と３段階評価しています。 

 

項 目 年 度 
高 

(平均を上回っている) 

中 

(ほぼ平均) 

低 

(平均を下回っている) 

満足度 

平成 24 年度 -0.00 以上 -0.20～(-0.10)～-0.00 -0.20 以下 

平成 27 年度  0.05 以上 -0.15～(-0.05)～ 0.05 -0.15 以下 

平成 29 年度  0.11 以上 -0.09～( 0.01)～ 0.11 -0.09 以下 

重要度 

平成 24 年度  1.15 以上  0.95～( 1.05)～ 1.15  0.95 以下 

平成 27 年度  1.15 以上  0.95～( 1.05)～ 1.15  0.95 以下 

平成 29 年度  1.22 以上  1.02～( 1.12)～ 1.22  1.02 以下 

 
図表７ 満足度・重要度の３段階評価の判定基準 
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３．評価の活用 

(1) 施策評価結果を踏まえた予算の適正配分 

施策評価制度は、ＰＤＣＡサイクルの一部であり、評価結果を予算編

成や次の総合計画の見直しに反映させていくことが必要です。 

平成 29 年度は、施策評価結果に基づき、特に拡充・重点化を図るべ

き施策分野を特定するとともに、「施策実施コストの方向性」で「効率

化」と評価した施策については、予算を原則縮減とするなど、予算編成

における資源の適正配分に活用します。 

 

(2) 総合計画との連携 

施策評価は総合計画の施策の達成度を把握するという進行管理の役

割を担っています。評価結果は前述のとおり予算の適正配分に反映させ

ると共に、次の総合計画の見直し・策定する場合に、効果的に活用して

いく必要があります。 

 

 (3) 事務事業評価との連携 

施策評価において「施策実施コストの方向性」で「効率化」と評価し

た施策に属する事業については、予算の縮減に際して事業の見直しを伴

うことになります。これらの事業のうち、総合評価に基づき特に見直し

が必要であると認められる事業については、事務事業評価を活用して事

業担当課以外の客観的な評価を行うなど、効果的な見直しを行うととも

に、着実な進行管理を行います。 
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４．評価シートの内容について 

重要度
（平均ポイント）

29年度

満足度（％）

満足度
（平均ポイント）

満足度（％）

満足度
（平均ポイント）

重要度（％）

重要度
（平均ポイント）

重要度
（平均ポイント）

重要度（％）

満足度
（平均ポイント）

各年次の市民意識調査で、

施策ごとの「満足、やや満

足」「重要、やや重要」の

合計値として算出しています。
重要度（％）

満足度（％）

施策実現へむけた
キーワード【7】

施策の目標【8】

留意すべき点（都などの制度の変化・その他制約条件・社会環境の変化）【9】

事業群名【10】 事業群の施策上の位置づけ【11】

3

名称

【施策の成果】

目標値

実績値

達成率

単位

24年度 27年度

【市民意見】【13】　

実績値

達成率

目標値

算

出

式

・

説

明

達成率

成
果
指
標

指
標
１

指
標
２

算

出

式

・

説

明

名称

達成率の平均値

指
標
４

施策名【3】 まちづくりの方向性【5】分野【4】

概要

事
業
群

4

1

2

施策全体の課題【6】

24年度 29282726

実績値

目標値

25

指
標
３

名称

算

出

式

・

説

明

【施策の概要】

登録者(課長)名【1】

主管課（関係課）【2】

施策評価シート

名称 目標値 単位

算

出

式

・

説

明

実績値

達成率

単位

単位

【12】

第２次総合計画に掲載されている内容を記載

第２次総合計画に掲載されている「事業群名」を記載

施策目標の達成に向けて、当該事業群がどのよう

な点で貢献しているか、効果が見込まれるかを記

載

第２次総合計画に掲載されている内容のうち、以下の内容を記載

・名称は「施策の成果を示す代表的な指標」
・算出式・説明は「指標設定の理由、目標の根拠」
・目標値は「平成30年度目標値」
・達成率は目標値に対する実績値の割合
・実績値は各年度の実績値。ただし市民意識調査の満足度、重

要度の割合については、新しい調査結果が出るまでは同じ数
値とする

市民意識調査において、当該施策に関連する分野の満足し
ている（重要と思っている）人の割合
平均ポイントは、満足度（重要度）をポイント換算して数
値化したもの

第２次総合計画策定後から評価年度の間における制度、
社会状況の変化など事実に関することを記載
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施策実施
方針【22】

【一次評価後の事情変更等】

説明【23】

【行革本部評価】

総
合
評
価

施策内容の
方向性【20】

施策実施
コストの

方向性【21】

判断理由等
【24】

総
合
評
価

施策内容の
方向性【20】

施策実施
コストの方向性

【21】

施策実施
方針【22】

検
証
項
目

今後の方針

施策の重要性の変化
【17】

　意識調査での重要度
【18】

今後の方針
（具体的な事業群や事
務事業を示しながら）
　　　　　【19】

施策の成果と課題
（取組成果や目標達成
に向けた課題、成果向
上・コスト削減策等）
　　　　　【16】

【一次評価】

検
証
項
目

施策の
成果と課題

　施策成果の目標達成状況
【14】

　意識調査での満足度
【15】

拡充 絞込み現状維持

重点化 効率化現状維持

拡充 絞込み現状維持

重点化 効率化現状維持

弱くなっている 以前と同程度 強くなっている

平均を下回る ほぼ平均 平均を上回る

まだ未達成 ほぼ達成 目標を大きく上回る

平均を下回る ほぼ平均 平均を上回る

【21】へ

【20】へ

【17】【18】より

【14】【15】より

【12】成果指標の達成率と事業の進捗状況を勘案して
判定

これまで施策を実施してきたことの成果についての「事実」と
施策関係課として判断した「課題」について記載

【9】留意すべき点を踏まえて施策関係課として情勢の変化を
判定。基準は第２次総合計画策定時と比較

【13】市民意見の当該

施策の満足度や重要度

の平均ポイントと全て

【13】市民意見の当該施策の
満足度や重要度の平均ポイン
トと全ての施策の満足度（重
要度）の平均をもとに±0.1ポ
イントの範囲内を基準に評価

【16】施策の成果と課題や【9】留意すべき点などを勘案して、
施策関係課としての「方針」を記載

一次評価が終了したのち、行革本部評価を行うに当たり、考慮すべき社会

環境の変化や相当の事情変更があった場合は、この欄に説明を記入

【20】施策内容の方向性と【21】施策実施コストの方向性を掛け合わせ
て、９モデルのうちから判定
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事
業
群

概要【27】担当課【26】名称【25】

【施策内の事務事業貢献度判定】

事業の合計

第２次総合計画に掲
載されている「総合
計画主要事業」を記
載

※一部、予算事業名
などとあわせ、分か
りやすい名称として
いるものがある

※事業がまだ実施さ
れていないものにつ
いては、【事前】と
記載している

事業担当課
の名称を記
載

当該事業の目的・実施方法など概要を簡潔に記載

※当該事業が他の事務事業で実施しているものについては、
「～の事業で実施」と記載
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26市の

サービス水
準との比較
【30】

貢献度
【32】

施策における位置づけ【31】
事業費

事務事業
の評価
（直近）
【29】

人件費

総コスト（千円）
　　　：評価年度【28】

事業費：施策評価実施年度の
予算額を記載
人件費：当該事業の所要人員
数×評価実施前年度平均給与
＋臨時職員賃金等

※「他事業で実施」「再掲」
については、記載先の箇所に
事業費等を計上することとし、
当該事務事業欄には計上して
いない

【29】当該事業と同一又
は関係が深い事業の直近
の事務事業評価結果を記
載

【30】事務事業評価（事

後）を行っている場合は、

26市のサービス水準を

「上」「中」「下」で記

載

施策目標の達成に向けて、当該事

業がどのような点で貢献している

か、効果が見込まれるかについて、

事業目的などを参考に簡潔に記載

当該事務事
業の施策目
標への貢献
度を３段階
で判定
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